
法定福利費 ＝ 労務費総額 × 保険料率（事業主負担分）

別紙資料2

健康保険，介護保険 協会けんぽ（都道府県別）又は加入している健保組合

厚生年金保険，
子ども・子育て拠出金

日本年金機構

雇用保険 厚生労働省

「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」及び

「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 簡易版」

に関連の記載がありますので参考にしてください。

上記の計算式での算定が難しい場合は

法定福利費の基本的な算定方法

保険料率は保険の種類ごとに異なり，また毎年改定されるため，最新のものを確認して

ください。

保険の種類 保険料率の確認先


